
  

一 

原
子
力
災
害
対
策
特
別
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
要
綱 

第
一 
地
域
原
子
力
防
災
協
議
会 

一 

内
閣
総
理
大
臣
は
、
原
子
力
事
業
所
の
区
域
を
そ
の
区
域
に
含
む
都
道
府
県
及
び
当
該
都
道
府
県
と
相
互
に
連
携
協
力

し
て
原
子
力
災
害
対
策
を
実
施
す
る
必
要
が
あ
る
都
道
府
県
と
し
て
政
令
で
定
め
る
都
道
府
県
の
区
域
（
以
下
「
対
象
地

域
」
と
い
う
。
）
ご
と
に
、
原
子
力
災
害
に
関
す
る
地
域
防
災
計
画
（
災
害
対
策
基
本
法
第
二
条
第
十
号
に
規
定
す
る
地

域
防
災
計
画
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
作
成
及
び
第
二
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
法

第
四
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
災
害
予
防
責
任
者
（
地
方
公
共
団
体
の
長
に
限
る
。
）
が
行
う
防

災
訓
練
の
う
ち
指
定
行
政
機
関
が
参
加
し
、
総
合
的
に
行
う
も
の
の
実
施
に
関
し
必
要
な
協
議
を
行
う
た
め
の
協
議
会

（
以
下
「
地
域
原
子
力
防
災
協
議
会
」
と
い
う
。
）
を
組
織
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

二 

地
域
原
子
力
防
災
協
議
会
は
、
内
閣
総
理
大
臣
、
関
係
行
政
機
関
の
長
及
び
当
該
地
域
原
子
力
防
災
協
議
会
に
係
る
対

象
地
域
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
（
当
該
都
道
府
県
の
加
入
す
る
広
域
連
合
で
あ
っ
て
、
原
子
力
災
害
対
策
に
関
す
る

事
務
を
処
理
す
る
も
の
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
都
道
府
県
知
事
及
び
当
該
広
域
連
合
の
長
）
又
は
こ
れ
ら
の
指

名
す
る
職
員
を
も
っ
て
構
成
す
る
こ
と
。 



 

二 

三 

地
域
原
子
力
防
災
協
議
会
に
お
い
て
協
議
が
調
っ
た
事
項
に
つ
い
て
は
、
地
域
原
子
力
防
災
協
議
会
の
構
成
員
は
、
そ

の
協
議
の
結
果
を
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。 

四 

二
及
び
三
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
地
域
原
子
力
防
災
協
議
会
の
運
営
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
地
域
原
子
力
防
災
協

議
会
が
定
め
る
こ
と
。 

五 

一
の
協
議
を
行
う
場
合
に
お
い
て
必
要
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
対
象
地
域
を
管
轄
す
る
市
町
村
長
又
は
学
識
経
験
の

あ
る
者
の
意
見
を
聴
く
も
の
と
す
る
こ
と
。 

（
第
六
条
の
三
関
係
） 

第
二 

原
子
力
災
害
に
関
す
る
地
域
防
災
計
画
の
原
子
力
規
制
委
員
会
へ
の
報
告
等 

一 

都
道
府
県
防
災
会
議
は
、
原
子
力
災
害
に
関
す
る
都
道
府
県
地
域
防
災
計
画
を
作
成
し
、
又
は
修
正
し
た
と
き
は
、
原

子
力
規
制
委
員
会
に
報
告
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

二 

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
一
に
よ
り
都
道
府
県
地
域
防
災
計
画
に
つ
い
て
報
告
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
必
要
が
あ

る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
都
道
府
県
防
災
会
議
に
対
し
、
必
要
な
助
言
又
は
勧
告
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。 

三 

原
子
力
災
害
に
関
し
、
市
町
村
防
災
会
議
が
市
町
村
地
域
防
災
計
画
を
、
都
道
府
県
防
災
会
議
の
協
議
会
が
都
道
府
県



  

三 

相
互
間
地
域
防
災
計
画
を
、
市
町
村
防
災
会
議
の
協
議
会
が
市
町
村
相
互
間
地
域
防
災
計
画
を
作
成
し
、
又
は
修
正
し
た

と
き
に
つ
い
て
、
一
及
び
二
と
同
様
と
す
る
こ
と
。 

（
第
二
十
八
条
第
一
項
関
係
） 

第
三 

施
行
期
日
等 

一 

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。 

（
附
則
第
一
項
関
係
） 

二 

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。 


